
「原子力安全委員会について」
（原子力安全委員会　ホームページより抜粋）

「原子力安全委員会は、原子力基本法、原子力委
員会及び原子力安全委員会設置法及び内閣府設置
法に基づき設置されています。

　原子力を安全に利用するための国による規制
は、直接的には経済産業省、文部科学省等の行政
機関によって行われていますが、原子力安全委員会
は、これらから独立した中立的な立場で、国による
安全規制についての基本的な考え方を決定し、行政
機関ならびに事業者を指導する役割を担っていま
す。

このため、内閣総理大臣を通じた関係行政機関へ
の勧告権を有するなど、通常の審議会にはない強
い権限を持っています。

原子力利用における国の安全規制は科学的合理性
に基づくべきであることから、専門的かつ大局的な
見地から判断を下す役割を担う５人の原子力安全
委員会委員が、国会の同意を得て総理大臣により
任命されています。」
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